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産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物運搬業の許可内容

次年度の環境経営計画

並びに違反、訴訟等の有無



■組織の概要
①名称及び代表者名

　　高松岸化学工業株式会社

　　代表取締役　岸小三郎

②所在地

　　本　　社　：　高松市香西本町1番地69

　　産業廃棄物積替保管場所　：　高松市香西本町1番地69

　　特別管理産業廃物積替保管場所　：　高松市香西本町1番地115

③環境管理責任者及び環境管理担当者氏名及び連絡先

④設立年月日　：　１９９０年８月２日

⑤資本金　：　１，０００万円

⑥事業年度　：　８月～翌７月

⑦事業内容

　　再生利用の為の収集運搬業(廃食油、畜産・水産副産物)、特別管理産業廃棄物収集運搬業

⑤事業規模（２０２１年度）

　　売上高 ：４８,１５０万円

　　従業員数 ： ４５名

　　事務所床面積：２９０㎡

　　作業場：９７０㎡

■組織図
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執行役員常務取締役

1ｰ1取組の対象組織・活動の明確化

　　環境管理責任者：岸史郎　　環境管理担当者：佐藤正一　　連絡先：087-882-0259　

　　産業廃棄物積替保管施設： 面積７０.７㎡　  保管上限４２.８１㎥

　　特別管理産業廃棄物積替保管施設： 面積７.２㎡　 　保管上限１４.４㎥

代表取締役

総務部門社員 廃食油取扱社員 有価原料取扱社員 メディカル事業部社員

労務・人事管理責任者

経理・総務責任者
事務管理・廃食油

取扱管理責任者

有価原料

取扱管理責任者

メディカル事業部

取扱管理責任者



処理方法 処分方法等 単位 収集運搬量

収集運搬 再生工場へ ｔ 2,319

再生工場へ ｔ 11,150

再生処分場へ ｔ 363

最終処分場へ ｔ 330

最終処分場へ ｔ 29

最終処分場へ ｔ 1,114

ｔ 15,305

台　数

2

8

22

3

5

1

41

保管上限：42.81㎥　　面積：70.7㎡　　高さ：屋内保管の為制限なし　　　

大型ウィングボディー車 

冷蔵冷凍車

積替え保管物の種類：汚泥（有機性）、廃油（動植物性）、家畜の死体

所在地：香川県高松市香西本町1番地43

積替えを行う種類：感染性産業廃棄物

所在地：香川県高松市香西本町1番115

保管上限：14.4㎥　　面積：7.2㎡　高さ：屋内保管の為制限なし

廃棄物等種類

※動植物性残渣A:主に製品としての再生

2

【処理実績】

受託した産業廃棄物の量　(2021年8月～2022年7月)

特別管理産業廃棄物

【収集運搬車両】

収集運搬車両

小型平ボディー車 

小型平ボディー車(パワーゲート付)

【積替保管施設の規模】

軽箱型ボディー車

全保有台数

普通平ボディー車(パワーゲート付)

産業廃棄物
          　　　　　　　　　動植物性残渣、動物系固形不要物

廃食油

動植物性残渣B(食品残渣：おから、パンくず等)

動植物性残渣C(特定危険部位：脊柱)

混合廃棄物

特別管理産業廃棄物

※動植物性残渣B：肥料化原料としての再生

※動植物性残渣C：特定危険部位混入のため焼却処分

※混合廃棄物 (異物混入の収集物、事務所からの廃棄物):焼却及び堆肥化

※特別管理産業廃棄物：主として医療用特別管理廃棄物のための焼却処分

動植物性残渣A(有価物：牛骨、豚骨、鶏ガラ、牛脂、魚アラ、羽毛等)

収集運搬処理量　合　　計



2.対象範囲(認証・登録範囲)

【産業廃棄物収集運搬業許可内容】

許可主体 許可番号 許可年月日 有効年月日 事業範囲 積替保管

香川県 3703037987 2021年06月14日 2026年05月10日 ②③④⑤⑥⑯⑰⑲

高松市 9710037987 2021年06月24日 2026年05月31日 ②③④⑤⑥⑧⑯⑰⑲ 有

徳島県 3600037987 2021年05月19日 2026年03月29日 ②③④⑤⑥⑯⑰⑲

愛媛県 3805037987 2021年06月16日 2026年05月15日 ②③⑯

岡山県 3303037987 2018年11月20日 2023年11月19日 ②③⑩⑱

②汚泥(有機性のものに限る)③廃油(動植物性のものに限る)④廃酸⑤廃アルカリ⑥廃プラスチック類

⑧金属くず⑯動植物性残さ⑰動物系固形不要物⑲動物の死体(但し、これらのうち特別管理産業廃棄物、

　自動車等破砕物、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を含まない事)

　＊徳島県、愛媛県は廃油の油質指定なし

許可主体 許可番号 許可年月日 有効年月日 事業範囲 積替保管

広島県 3400037987 2018年11月26日 2023年11月25日 ②③⑯⑰⑲

②汚泥(有機性のものに限る)③廃油(動植物性のものに限る)⑯動植物性残さ⑰動物系固形不要物

⑲動物の死体(水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、判定基準に適合しないもの、特別管理

許可主体 許可番号 許可年月日 有効年月日 事業範囲 積替保管

鳥取県 3104037987 2023年07月08日 2028年07月07日 ③

島根県 3200037987 2018年07月17日 2023年07月16日 ③(動植物性廃油に限る)

(石綿含有産業廃棄物・特別管理産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等を除く)

※島根県(2023年7月13日付更新許可済み)

【特別管理産業廃棄物収集運搬業許可内容】

許可主体 許可番号 許可年月日 有効年月日 事業範囲 積替保管

香川県 3753037987 2019年12月02日 2024年12月01日 感染性産業廃棄物

高松市 9760037987 2022年12月19日 2027年11月14日 感染性産業廃棄物 有

徳島県 3650037987 2020年01月29日 2025年01月28日 感染性産業廃棄物

*事業範囲：種類番号は、香川県など地方公共団体使用の産業廃棄物の種類とその品目による。

　産業廃棄物を除く)

*事業範囲：種類番号は、香川県など地方公共団体使用の産業廃棄物の種類とその品目による。

③廃油

*事業範囲：種類番号は、香川県など地方公共団体使用の産業廃棄物の種類とその品目による。

・対象範囲(認証・登録範囲)　　    本社

・レポートの対象期間　　　　　 2021年8月1日～2022年7月31日

・環境経営レポートの発行日 　　2022年11月25日
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許可市町 許可番号 許可年月日 有効年月日 業態 適用範囲 条            件

三豊市 第12号 2023年1月1日 2024年12月31日 収集運搬
市内において排出される事業系一
般廃棄物（動植物性残渣に限る）

三豊市一般廃棄物処理業（事業系ごみ）の許可および業務基
準を遵守すること

まんのう町
まんのう町
許可第9号

2022年4月1日 2024年3月31日 収集運搬 事業系動植物性残渣
関連法規・条例等を遵守する事　　 他市町の廃棄物を混載し
ない事　　収集・運搬等の月報を作成し、翌月報告すること

琴平町
琴平町

許可第17号
2023年6月1日 2025年5月31日 収集運搬

事業系一般廃棄物
（動植物性残渣）

事業計画書に基づく処分先にて適正に処分すること。。本町
で発生する一般廃棄物に限り収集運搬できること。他市町の
行政区域の廃棄物は混載しないこと。実績報告書を毎月5日ま
でに提出すること。琴平町廃棄物の処理および清掃に関する
施行規則第１２条に規定する内容を遵守すること。

高松市
高松市許可

第10号
2023年3月5日 2025年3月4日

収集運搬
再生利用

事業系一般廃棄物
（動植物性残渣に限る）

卸・小売業者等から発生する動植物性残渣の再生利用を目的
とした収集運搬に限る。積替え保管は認めない

坂出市
坂出市許可

第12号
2023年4月1日 2025年3月31日

収集運搬
再生利用

事業系一般廃棄物（産業廃棄物以
外の動植物性残渣に限る）

坂出市の行政区域内の動植物性残渣の再生利用を目的とし
た収集運搬に限る

三木町
三木町許可

第10号
2022年4月1日 2024年3月31日

収集運搬
再生利用

動植物性残渣

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施
行規則、三木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例等の関
連法規を遵守する事。動植物性残渣の再生利用を目的とした
収集運搬に限る。事業計画書に記載された排出事業者の収
集運搬に限る。搬入先は申請があった処理施設に限る

綾川町
綾川町許可

第12号
2022年6月17日 2024年6月16日

収集運搬
再生利用

事業系一般廃棄物
（動植物性残渣）

処理については、徳島化成事業協同組合が設置する一般廃
棄物再生処理場において処理すること。動植物性残渣の再生
利用を目的とした収集運搬に限る

徳島市 第11号 2023年3月19日 2025年3月18日
再生輸送
再生利用

動植物性残渣
徳島市一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱第3条の
規定に適合していること。搬入先は徳島化製事業協業組合の
再生施設に限る

東かがわ市 第4301号 2022年4月1日 2024年3月31日
再生輸送
再生利用

動植物性残渣
東かがわ市一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱第3
条の規定に適合していること

さぬき市 5生環第7号 2023年5月6日 2025年5月5日
再生輸送
再生利用

動植物性残渣
（一般廃棄物のみ）

さぬき市一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱第3条の
規定に適合していること

丸亀市 ４市ク第1号 2022年4月3日 2024年4月2日
再生輸送
再生利用

動植物性残渣
（一般廃棄物のみ）

丸亀市一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱第3条の
規定に適合していること

【一般廃棄物収集運搬業許可証・再生利用業指定証】
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基 本 理 念

１．畜産及び水産副産物、食用油のリサイクル事業を通じて、社会の環境汚染防止に

　　資すると共に循環環境の構築に尽力し、持続可能な社会づくりを目指します。

　

２．日本の農業･畜産･水産業に貢献することを通じて、環境保全社会の構築に、

基 本 方 針

１.廃食油･畜産並びに水産副産物のリサイクル環境を構築し、社会に貢献する。

２.効率的な収集システムを構築し、環境負荷の低減に努める。

３.リサイクル市場を拡大し、無駄に廃棄される廃食油や畜産物並びに水産副産物を

　 可能な限り低減する。

４.水や燃料など資源の運用を可能な限り効率化し、その消費削減に努める。

５.行政、市民団体、他業種が推進する環境保全活動に積極的に賛同･参加し、広く

６.環境関連法規、条例、規則を遵守し、企業の情報公開を積極的に行い、弊社の

制定日：２０１７年４月１日
改訂日：２０２０年１月１０日

5

  環   境   経   営   方   針

　　自主的・積極的に取り組みます。

　 社会に貢献する。

　 活動が環境にとって常にプラスになるよう努力を重ねる。

環境経営方針は、すべての従業員に周知し、継続的な改善活動に取り組み、

　　　　環境経営レポートを一般に公開します。

高松岸化学工業株式会社
　　 代表取締役　岸 小三郎



【中・長期目標】

☆2020年度実績を基準年として、2021年度～2023年度の目標を設定

基準年

2020年度 2021年 2022年 2023年

CO2排出量 kg-CO2 793,452 789,485 785,517 781,550

電　  力 kWh 9,804 9,775 9,706 9,657

ガソリン L 10,186 10,135 10,084 10,033

軽　 油 L 295,642 294,164 292,686 291,207

灯   油 L 1,219 1,213 1,207 1,201

1.00 0.99 0.98 0.97

一   般 kg 241 239 238 237

産   廃 kg 24,295 24,174 24,052 23,931

1.00 0.99 0.98 0.97

m3 3,102 3,086 3,071 3,055

1.00 0.99 0.98 0.97

総量（kg） 37,028 36,843 36,658 36,473

目標削減率 85.20% 86.00% 88.00% 90.00%

*1  電力のCO2 発生量については、四国電力2019年度調整後排出係数0.411（kg－CO2／kWh）を適用。

*2  組織本来の取組については、本年度からは受託する産業廃棄物の内、混合廃棄物全体の減少に取り組み、

      数値化するように改めました。

*3  化学物質の使用はありません。

☆今期は2021年度目標に取り組む
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4.環境経営目標

目           的 単     位

目　　　　　　　　標

二酸化炭素排出量の削減　*1

組織本来の取組みの内容 *２

目 標 削 減 率（基準年度比）

廃棄物排出量の削減

目 標 削 減 率（基準年度比）

水使用量の削減

目 標 削 減 率（基準年度比）



実　施

責任者

軽油削減に向けた13項目の実施内容

節　　　水

⑫外回り、室内のランプは正常に点灯するか確認すること。

⑬積載義務書類の確認をすること。

⑥エンジンオイルの量を確認すること。

⑦バッテリー液量の確認をすること。

⑧ウォッシャー液の確認をすること。

⑨ファンベルトの状態の確認をすること。（たるみ、摩耗、き裂など）

⑩ブレーキの状態の確認（利き具合。異音の有無。ブレーキペダルの踏みしろに変化はないかなど。）

⑪エンジンの状態に異常はないか確認すること。

廃棄物排出量の

削減

環境管理

担当者
③定期的な漏水点検の実施

⑤ブレーキオイルが適正量入っているかどうかを、特に念入りに確認すること。

組織本来の

取組

混合廃棄物排出量の

削減

①排出事業者への御願いと引取り時のチェック強化
環境管理

担当者
②排出事業者への分別容器の備付け、分別排出協力ポスター添付などに

   より、分別排出の推進を図る

チェック項目②③⑤⑥⑩⑫⑬は毎日、④⑦⑧⑨⑪は週に1度運行開始前に各項目をチェックすること

①異常を感じた場合、直ちに確認するとともに、責任者に報告すること。

②始業時・終業時のタイヤの空気圧の点検。

③タイヤ状態の確認（特に、スリップサインは出ていないか、バーストの予兆は無いかなどの確認）

④冷却水は適正量入っているか確認すること。

水使用量の

削減

電気使用量の削減

①清掃作業の迅速化を徹底する

③休憩時、不在時の消灯

軽油使用量の削減

①車両点検13項目の実施強化を継続する

ガソリン使用量の削減

５.環境経営計画設定書

取組期間:2021年8月1日～2022年7月31日

項　　　　　目 具　体　的　実　施　項　目

環境管理

担当者

環境管理

担当者
②アイドリングストップの励行

③半年毎の収集コース見直しによる効率化を継続する

環境管理

担当者
②空調の必要時間・区域の限定

③タイヤ空気圧のチェック

環境管理

担当者

②洗缶作業の効率化を図る

①冷暖房設備のフィルターの定期的な清掃・交換など点検整備の徹底

②エコドライブの励行

②缶類の使用期間の延長

②洗缶作業の効率化を図る
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①点検整備の徹底

環境管理

担当者
③廃棄物排出事業者、処理業者への啓蒙活動

①使用済み古紙の再資源化
環境管理

担当者
②社内文書の電子化

③廃プラスチック類の再資源化

一般廃棄物の削減

①洗車、洗缶作業の迅速・効率化を図る

二酸化炭素

排出量の削減

産業廃棄物の削減

①分別の徹底により、再資源化率の向上を図る

灯油使用量の削減

 



  環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

  決められた事を守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

６．環境管理実施体制

役割・責任・権限

代表取締役

　環境経営に関する統括責任

　環境管理責任者を任命

　環境経営目標・環境経営計画書の承認

　全体の評価と見直しの実施

　環境経営レポートの承認

代表取締役

環境管理責任者
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事務責任者 実務責任者

環境管理責任者

　環境経営システムの構築

　環境活動に関する実績の集計

　環境関連法規等の取り纏め表の作成・管理

　環境経営目標・環境経営計画書の作成・管理

　環境経営レポートの作成・管理

　環境活動の取組結果を代表者へ報告

　各種報告書の作成

事務・実務責任者

  環境活動に必要な情報の周知と教育の実施

  環境活動に関する報告

  環境管理責任者へのサポート

全従業員



7.環境経営目標実績

単位
基準年

(2020年度)
目標 実績 評価

CO2排出量 kg-CO2 794,599 789,485 793,251 99.5 % ×

電力 kWh 9,804 9,775 8,308 117.7 % ○

ガソリン L 10,186 10,135 12,051 84.1 % ×

軽油 L 295,642 294,164 294,622 99.8 % ×

灯油 L 1,219 1,213 705 172.1 % ○

一般 kg 241 239 227 105.3 % ○

産廃 kg 24,295 24,174 29,490 82.0 % ×

㎥ 3,102 3,086 2,819 109.5 % ○

㎏ 37,028 36,843 29,010 127.0 % ○

*1　電力のCO2発生量については、四国電力公表2019年度調整後排出係数0.411（kg－CO2／kWh）を適用。

組織本来の取組

水使用量の削減
従業員の工夫、努力により洗缶作業の効率化や路面洗浄作業の効率化、日常生活での節水を

心掛けたことで目標達成することができた。

例年に引き続き排出事業者への啓蒙活動、収集時のチェックを強化したことにより排出事業者の

責任者の協力ができつつある。
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廃棄物排出量の

削減

一般廃棄物については、使用済み用紙などの裏紙を活用したり昨年度より社内文書の電子化をす

るなどの取り組みを行った結果、目標達成することができた。

産業廃棄物については、新型コロナウイルスによる影響で自粛生活だったのが徐々に元の生活に

戻りつつあることから増加したと思われる。

達成率

　　数値化するように改めます。

　　

二酸化炭素

排出量の削減

昨年度より特別管理産業廃棄物の回収が始まり、収集回数が増え走行距離が伸びた事により軽油

の使用量が増えた。目標達成には至らなかったが昨年度よりかは減少した。又、鳥取・島根への

内情調査や出張回数が多かったためにガソリンの使用量が増加し結果、CO2排出量の目標が未達

成となった。

電力、灯油に関しては従業員の努力により目標達成することができた。

目的

二酸化炭素

排出量の削減

*1

廃棄物排出量の

削減

水使用量の削減

組織本来の取組みの内容 *２

*2　組織本来の取組については、本年度からは受託する産業廃棄物の内、混合廃棄物全体の減少に取り組み、



8.環境経営計画の取組結果とその評価

取組期間:2021年8月～2022年7月

上期 下期 評価

目      的

二酸化炭素

電気使用量の削減については、①②③全て徹底して取り組むことができた。

灯油使用量の削減については、作業員が努力したことにより取り組むことができた。

ガソリン・軽油の使用量の削減については、エコドライブを心掛けることを意識した。

組織本来の

取組

混合廃棄物排出量の削減については、排出事業者との連携を図り取り組むことができた。

廃棄物排出量

一般廃棄物については、使用済み用紙などの裏紙を活用したり昨年度より社内文書の電子化をするなど

の取り組みを行うことができた。

産業廃棄物については、分別や廃棄物排出事業者、処理業者への啓蒙活動に徹底した。

水使用量
節水については、洗車、洗缶作業においてより迅速・効率化を図ることができたのではないかと思い△

という結果に至った。

○②排出事業者への分別容器の備付け、分別排出協力ポスター

   添付などにより、分別排出の推進を図る

○

〇：出来た　　△：一部出来ていない　　×：出来ていない

評価に対するコメント

組織本来の

取組

混合廃棄物排出量の

削減

①排出事業者への御願いと引取り時のチェック強化

○

②缶類の使用期間の延長

②洗缶作業の効率化を図る △ △

廃棄物排出量の

削減

一般廃棄物の削減

①使用済み古紙の再資源化

〇 ○ ○

③定期的な漏水点検の実施

②社内文書の電子化

③廃棄物排出事業者、処理業者への啓蒙活動

水使用量の

削減
節　　　水

①洗車作業の迅速・効率化を図る

△

③廃プラスチック類の再資源化

①分別の徹底により、再資源化率の向上を図る。

○②アイドリングストップの励行

③半年毎の収集コース見直しによる効率化を継続する

灯油使用量の削減
①清掃作業の迅速化を徹底する

〇 ○ ○
②洗缶作業の効率化を図る

○

○ ○ ○
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具　体　的　実　施　項　目

二酸化炭素

排出量の削減

電気使用量の削減

①冷暖房設備のフィルターの定期的な清掃・交換など

   点検整備の徹底
〇

軽油使用量の削減

①車両点検13項目の実施強化を継続する

○

○
②空調の必要時間・区域の限定

③休憩時、不在時の消灯

①点検整備の徹底

②エコドライブの励行

○

産業廃棄物の削減

ガソリン使用量の削減 ○ ○ ○

③タイヤ空気圧のチェック



⑨ファンベルトの状態の確認をすること。（たるみ、摩耗、き裂など）

チェック項目（②③⑤⑥⑩⑫⑬は毎日、④⑦⑧⑨⑪は週に1度運行開始前に各項目をチェックすること）

①異常を感じた場合、直ちに確認するとともに、責任者に報告すること。

②始業時・終業時のタイヤの空気圧の点検。

③タイヤ状態の確認（特に、スリップサインは出ていないか、バーストの予兆は無いかなどの確認）

④冷却水は適正量入っているか確認すること。
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組織本来の

取り組み

混合廃棄物排出量の

削減

①排出事業者への御願いと引取り時のチェック強化

②取引先への分別容器備付け、分別排出協力ポスター添付などにより、

   分別排出の推進を図る

⑩ブレーキの状態の確認（利き具合。異音の有無。ブレーキペダルの踏みしろに変化はないかなど。）

⑪エンジンの状態に異常はないか確認すること。

⑫外回り、室内のランプは正常に点灯するか確認すること。

⑬積載義務書類の確認をすること。

軽油削減に向けた13項目の実施内容

⑤ブレーキオイルが適正量入っているかどうかを、特に念入りに確認すること。

⑥エンジンオイルの量を確認すること。

⑦バッテリー液量の確認をすること。

⑧ウォッシャー液の確認をすること。

③廃棄物排出事業者、処理業者への啓蒙活動

水使用量の

削減
節　　　水

①洗車作業の迅速・効率化を図る

②洗缶作業の効率化を図る

③定期的な漏水点検の実施

廃棄物排出量の

削減

一般廃棄物の削減

①使用済み古紙の再資源化

②社内文書の電子化

③廃プラスチック類の再資源化

産業廃棄物の削減

①分別の徹底により再資源化率の増量

②缶類の使用期間の延長

②アイドリングストップの励行

③エコドライブなど運転方法の見直し

灯油使用量の削減
①清掃作業の迅速化

②洗缶作業の効率化を図る

②空調の必要時間・区域の限定

③休憩時、不在時の消灯

ガソリン使用量の削減

①点検整備の徹底

②エコドライブの励行

③タイヤ空気圧のチェック

9.次年度の環境経営計画

二酸化炭素

排出量の削減

電気使用量の削減

①冷暖房設備のフィルターの定期的な清掃・交換など点検整備の徹底

軽油使用量の削減

①車両点検13項目の実施強化を継続する

項　　　　　　目 具　体　的　実　施　項　目

 



条  項

法律・規則

施行令・条例

▶ 委託基準： 法2条3項

一廃収集業者の許可の確認 令4条4項

▶ 委託基準：

産廃収集運搬・処理業者の許可の

確認、契約

法12条2項 事業所内

則8条 保管場

法12条の3 事務手続

法12条の5 不備ある場合は連絡

B2・Ｄ票90日、Ｅ票180日以内に

送付されない場合は30日以内の知

事への報告

則8条の20 改善なき場合は届出

A、B2、D、E票の保管（5年間） 則8条の26～29

法12条の3第6項

則8条の27

処理業者から処理困難の通知を

受けた場合、30日以内に知事に

「措置内容等報告書」による報告

法12条の3第8項
法12条の3第8項、

則8条の28～29
事案発生時 ―

特別管理産業廃棄物の帳簿の作成 則8条の18 事務手続 １回/月 自社 ○

処理の状況について確認の努力義

務
法12条第7項 業務

自社による運搬時の表示、書類携

行
則7条の2の２ 運搬車両

（産廃）事業許可証の有効期限、

契約書有効期限
法14条 事務手続 更新時期ごと 行政 ○

（産廃）マニフェストの交付を受

けずに産廃の引渡しの受託の禁止
法12条4第2項 事務手続

令６条１号イ

則７条の２の２

産業廃棄物の収集・運搬基準 令６条１項１号 業務

積替え保管基準の順守 法12条2項

囲いの設置

保管場所の掲示

飛散、流出、地下浸透、悪臭発散

の防止措置

害獣・害虫の発生防止措置

公共水域・地下水の汚染防止措置 排水処理装置 業者委託
保守点検

業者
○

特別管理産業廃棄物の帳簿の作成 則8条の18 事務手続 1回/月 自社 ○

○

則8条

役所

○

○

○

○

廃棄物

処理法

(収集運搬業)

常時確認

自社

産業廃棄物の収集運搬時マニフェ

スト・許可書の必携

6月末まで

常時確認 自社

運搬車表示

積替え保管場

廃棄物

処理法

(排出事業者)

事務手続 1回/年
一般廃棄物

収集業者

保管場所基準

1回/月

事務手続

契約書/許可証

につき

1回/年

産業廃棄物

収集業者
○

産業廃棄物管理票交付等状況報告

書の提出
事務手続
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10.環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

法規制等

名　称
該当する要求事項

該当する

項目・施設
実施時期 対象

遵守

状況

1回/月 自社 ○

マニフェスト交付・保存・確認 義

務
・マニフェス

ト新規交付時

又は月末

○

法12条の4



条項

法律・規則

施行令・条例

水質汚濁

防止法

油及び有害物質の流出事故時の

措置と届出
法14条2項 油類の保管

事故発生時の

届出義務
役所 ―

保守点検、清掃、記録の保管

(3年間)
法8-10条

保守点検

業者
○

定期水質検査 法11条 浄化槽協会 ○

悪臭防止法 規制基準の遵守義務 法7条 事業所周辺 常時確認
自社敷地

周辺
○

法57条の2

法28条の2

フロン排出

抑制法

機器の点検、漏洩対処、記録の

保管
第16条 空調機器・冷蔵庫 3ヶ月に1回 自社 ○

環境基本法 環境への負荷の低減に努める 第8条

地球温暖化

対策の推進に

関する法律

温室効果ガス排出の抑制に努める 第5条

第6条

第7条

購入品・調達品

購入先・外注先

屋外タンク

可燃性液体保管所

公害防止、環境負荷の低減

エコ運転の励行

事業所から排出される廃棄物の減

少ならびに有効利用

電気使用量の削減、省エネ

エネルギー使用の効率的な電化製

品・機器の利用

アイドリングストップ

環境マネジメントプログラム展開

体制組織の設置

事業者の責務

廃棄物の適正処理

高松市環境

基本条例

周辺の清掃、清潔を保持、廃棄物

の投棄を防ぐ
第5条 ○
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遵守

状況

第5条

法規制等

名称
該当する要求事項

該当する

項目・施設
実施時期 対象

浄化槽法 浄化槽 業者委託

労働安全

衛生法
ＳＤＳ義務640物質のリスク評価 水酸化ナトリウム 使用開始前 自社 ○

業務
常時確認

(責務)
自社

○

○

○

循環型社会形

成推進基本法

循環資源については、できる限り

循環的な利用を行う。

グリーン

購入法
環境物品等を選択するよう努める 法5条

高松市火災

予防条例
指定可燃物の取扱い 例30-33条 1回/月 自社

※過去3年間、環境法規制等の逸脱はありませんでした。又、地域住民、行政等関係機関からの違反・訴訟も

ありませんでした。(環境管理責任者：2022年10月20日　環境管理担当者：2022年8月10日)

香川県生活環

境の保全に

関する条例

第3条

　 自社

○

香川県環境

基本条例
○



11.代表者による全体の評価と見直し・指示

　昨年度からメディカル事業部の本格稼働が始まったことにより、本年度からは新たに基準年を2020年度とし

目標に取り組んだ。

その結果、例年度と比較して稼動車両の増加によりガソリンの使用量が増加した。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により休業店舗が多々みられた事もあり、軽油使用量がやや減少した。

　次年度においても新型コロナウイルス感染症の影響は僅かながら続くと思われ軽油使用量の低下が

みられると思われるが、一時的な要因による事を良しとせず更なるコースの見直し、作業の効率化を

図り燃料使用量の減少に努力する考えである。

メディカル事業部においては、GPSを使いコースの見直しを図る。

産業廃棄物の増加に関しては、新型コロナウイルス感染症の影響による休業店舗からの回収量が増えた為で

あり一過性のものと思慮されるも甘んずる事なく排出量の減少を図る。

また従業員一人一人がエコ活動の意義を念頭に小さなことからでもできることを行うことが大切である。

それにより、省エネ、CO2削減、廃棄物の再利用・再資源化ができ持続可能な循環型社会に繋がると考え

更なる啓蒙活動をお願いしたい。

【見直し】

有　・　無 変わりなく継続する。

有　・　無 次年度は2022年度目標に取り組む

有　・　無 一部変更し取り組んでいく。

有　・　無 変わりなく継続する

　環境経営方針

　環境経営目標

　環境経営計画

　実施体制
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